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「
１

原
判
決
を
次
の
通
り
変
更

す
る
。

被
控
訴
人（
琉
球
新
報
社
）

は
、
控
訴
人
に
対
し
、
１
０
５
万
４

千
円
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
平
成
２３

年
２
月
５
日
か
ら
支
払
済
ま
で
年
５

分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
」

２９
日
午
後
１
時
１０
分
、
那
覇
市
に

あ
る
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
の
今
泉
秀

和
裁
判
長
が
判
決
文
を
読
み
上
げ
る

と
、
詰
め
か
け
た
控
訴

人
側
の
支
援
者
約
２０
人

は
お
互
い
に
顔
を
見
合

わ
せ
、ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ

を
と
っ
た
。控
訴
審
で

被
控
訴
人
の
琉
球
新
報
社
が
敗
訴
を

喫
し
た
歴
史
的
な
瞬
間
だ
っ
た
。

判
決
文
で
は
、
「
合
理
的
な
理
由

も
な
く
控
訴
人
の
執
筆
し
た
慶
良
間

編
の
掲
載
を
一
方
的
に
拒
否
し
た
と

認
め
る
ほ
か
な
く
、
こ
の
こ
と
は
被

控
訴
人
の
『
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け

る
時
』
に
係
る
連
載
執
筆
契
約
の
義

務
に
違
反
し
、
債
務
不
履
行
に
該
当

す
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
断
じ
た
。

ま
た
、最
終
回
が「
新
味
の
な
い
焼

き
直
し
的
な
」
も
の
と
し
て
掲
載
拒

否
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
苦

し
紛
れ
の
弁
解
に
過
ぎ
な
い
」
と
指

摘
。
控
訴
審
は
、
琉
球
新
報
社
の
掲

載
拒
否
に
対
す
る
上
原
氏
の
訴
え
を

全
面
的
に
認
め
、
琉
球
新
報
社
に
対

し
、
掲
載
拒
否
し
た
６
回
分
の
原
稿

料
５
万
４
千
円
と
１
０
０
万
円
の
慰

謝
料
の
計
１
０
５
万
４
千
円
の
支
払

い
を
命
じ
た
。

「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
は
２
０
０
７

年
５
月
２５
日
か
ら
琉
球
新
報
夕
刊
で

始
ま
っ
た
。
連
載
が
開
始
す
る
２
カ

月
前
に
は
、
文
科
省
が
高
校
歴
史
教

科
書
の
検
定
意
見
で
、
沖
縄
戦
で
行

わ
れ
た
集
団
自
決
事
件
に
関
し
「
軍

の
命
令
」
と
い
う
記
述
の
削
除
を
求

め
た
こ
と
に
つ
い
て
、
琉
球
新
報
な

ど
沖
縄
の
メ
デ
ィ
ア
が
強
く
反
発
、

「
軍
命
説
」
を
強
調
す
る
論
調
を
展

開
し
て
い
た
。

掲
載
を
拒
否
さ
れ
た
原
稿
の
副
題

は
「
慶
良
間
で
何
が
起
き
た
の
か
」

で
、
慶
良
間
諸
島
の
当
時
隊
長
だ
っ

た
梅
澤
裕
氏
が
集
団
自
決
の
命
令
を

出
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
内

容
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
原
告
側
は

「
言
論
封
殺
」
だ
と
指
摘
し
て
、
平

成
２３
年
１
月
に
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」

連
載
拒
否
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
た
。

昨
年
の
１１
月
２０
日
、
那
覇
地
裁
の

井
上
直
哉
裁
判
長
は
原
告
敗
訴
を
言

い
渡
し
た
。
判
決
文
で
は
、
「
原
稿

が
従
前
書
い
た
物
の
二
重
掲
載
の
部

分
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
や
む
を

得
な
い
も
の
」
と
し
て
掲
載
拒
否
の

琉
球
新
報
社
側
の
正
当
性
を
認
め
、

被
告
の
主
張
を
全
面
的
に
受
け
入
れ

た
内
容
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
控
訴
審
で
は
一
審
判

決
が
完
全
に
覆
さ
れ
た
。

控
訴
人
代
理
弁
護
士
の
徳
永
信
一

氏
は
、「
正
当
な
主
張
が
正
当
に
認
め

ら
れ
た
だ
け
。し
か
し
、完
全
ア
ウ
ェ

ー
の
環
境
の
沖
縄
で
勝
て
た
こ
と
に

値
打
ち
が
あ
る
」と
勝
利
宣
言
。「
連

載
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
新
聞
社
が

し

い

恣
意
的
に
掲
載
し
な
い
こ
と
を
認
め

な
い
意
味
で
も
画
期
的
な
判
決
」
と

評
価
。
琉
球
新
報
社
が「
編
集
権
」の

問
題
と
す
る
こ
と
を
最
後
ま
で
避
け

た
こ
と
が
琉
球
新
報
に
と
っ
て
逆
に

不
利
に
働
い
た
と
の
見
方
を
示
し
た
。

沖
縄
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿
勢
に
つ

い
て
徳
永
氏
は
、「
い
ま
だ
に
沖
縄
の

人
々
は
軍
が（
自
決
）命
令
を
出
し
た

と
思
っ
て
い
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
報

道
姿
勢
に
問
題
が
あ
る
。県
民
が『
本

当
の
意
見
は
新
聞
に
書
い
て
あ
る
こ

と
と
違
う
の
で
は
な
い
か
』
と
気
付

く
よ
う
に
な
れ
ば
意
義
が
あ
る
」
と

語
っ
た
。
ま
た
「
上
原
さ
ん
と
同
じ

よ
う
な
目
に
遭
っ
た
人
は
沖
縄
に
た

く
さ
ん
い
る
の
で
は
な
い
か
」と
も
。

被
控
訴
側
の
琉
球
新
報
社
が
最
高

裁
に
上
告
す
る
か
ど
う
か
今
の
と
こ

ろ
未
定
。

２９
日
午
後
、
県
庁
の
記
者
ク
ラ
ブ

で
開
か
れ
た
記
者
会
見
で
上
原
氏

は
、
「
歴
史
の
扉
が
開
か
れ
た
。
一

人
の
作
家
が
集
団
自
決
の
真
実
を
伝

え
よ
う
と
す
る
の
を
琉
球
新
報
が
潰

そ
う
と
し
、
一
人
の
作
家
が
勝
訴
し

た
。
こ
れ
は
沖
縄
の
新
聞
史
上
か
つ

て
な
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
判
決
の
意

義
を
訴
え
た
。

上
原
氏
は
続
け
て
語
っ
た
。

「
琉
球
新
報
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
を

は
じ
め
と
す
る
互
い
に
か
ば
い
合
う

メ
デ
ィ
ア
と
作
家
、
学
者
、
文
化
人

な
ど
と
自
称
す
る
人
た
ち
が
『
軍
の

命
令
に
よ
っ
て
集
団
自
決
が
始
ま
っ

た
』
と
主
張
す
る
の
は
大
変
な
間
違

い
で
、
こ
れ
こ
そ
が
犯
罪
で
あ
る
こ

と
を
裁
判
が
立
証
し
た
。
慶
良
間
諸

島
で
集
団
自
決
を
命
じ
悪
徳
軍
人
と

さ
れ
て
き
た
梅
澤
裕
さ
ん
と
赤
松
嘉

次
さ
ん
（
故
人
）
の
汚
名
を
晴
ら
す

た
め
に
『
真
実
』
を
唯
一
の
武
器
と

し
て
戦
っ
て
き
た
」

判
決
後
、
上
原
氏
は
梅
澤
裕
氏
と

赤
松
氏
の
弟
秀
一
氏
に
電
話
で
報
告

し
た
。
上
原
氏
に
よ
る
と
、
梅
澤
氏

は
、「（
名
誉
回
復
は
）
も
う
諦
め
か

け
て
い
た
。
涙
が
出
る
ほ
ど
う
れ
し

い
」
と
話
し
た
と
い
う
。

梅
澤
氏
と
赤
松
秀
一
氏
が
作
家
の

大
江
健
三
郎
氏
と
岩
波
書
店
を
相
手

き

そ

ん

取
っ
た
名
誉
毀
損
な
ど
の
「
集
団
自

え
ん
ざ
い

決
冤
罪
訴
訟
」
で
平
成
２３
年
４
月
の

最
高
裁
で
確
定
し
た
高
裁
判
決
は
、

原
告
の
訴
え
を
退
け
、
大
江
氏
と
岩

波
書
店
を
免
責
し
た
。
だ
が
同
判
決

も
、
肝
心
の
「
二
人
の
隊
長
が
集
団

自
決
を
直
接
住
民
に
命
令
し
た
か
否

か
」
に
つ
い
て
「
真
実
性
の
証
明
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
」と
し
て
い
た
。

こ
の
結
果
、大
江
健
三
郎
氏
の『
沖

縄
ノ
ー
ト
』に
あ
る
記
述

"
"「
罪

の
巨
塊
」「
ペ
テ
ン
」「
戦
争
犯
罪
者
」

「
屠
殺
者
」「
ア
イ
ヒ
マ
ン
」な
ど
と
い

っ
た
憎
悪
的
表
現
"
"
に
よ
っ
て

汚
辱
さ
れ
て
き
た
梅
澤
、
赤
松
両
隊

長
の
名
誉
は
部
分
的
に
回
復
さ
れ
て

い
た
が
、
敗
訴
と
い
う
事
実
は
重
く

残
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
今
回
の
控
訴

審
の
勝
訴
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

「
こ
れ
で
２
人
の
汚
名
を
晴
ら
す

こ
と
が
で
き
た
」
と
勝
訴
を
か
み
し

め
た
上
原
氏
。
「
も
う
琉
球
新
報
と

沖
縄
タ
イ
ム
ス
に
は
書
か
な
い
」
と

言
い
捨
て
た
。

那
覇
市
在
住
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
家
の
上
原
正
稔
氏
が
、
琉
球
新
報
の
夕
刊
に
連
載
し
て
い
た
「
パ
ン

ド
ラ
の
箱
を
開
け
る
時
」（「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」）の
掲
載
を
一
方
的
に
拒
否
さ
れ
、
琉
球
新
報
社
に
対
し
て
損
害

賠
償
な
ど
を
求
め
た
裁
判
で
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
は
２９
日
、
一
審
の
判
決
を
変
更
し
、
原
告
の
主
張
を
認
め
る

判
決
を
下
し
た
。
一
人
の
作
家
が
沖
縄
の
新
聞
社
を
相
手
取
り
勝
訴
し
た
の
は
初
め
て
の
ケ
ー
ス
。
こ
れ
に
よ

り
沖
縄
戦
を
め
ぐ
る
地
元
マ
ス
コ
ミ
の
「
言
論
空
間
の
ゆ
が
み
」
に
歯
止
め
が
掛
け
ら
れ
る
の
で
な
い
か
と
の

期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
。

（
那
覇
支
局
・
竹
林
春
夫
、
豊
田

剛
）

「「パパンンドドララのの箱箱訴訴訟訟」」控控訴訴審審 被被告告・・琉琉球球新新報報社社がが敗敗訴訴
護衛艦!むらさめ"と!こんごう"一般公開
汎用護衛艦「むらさめ」と海上自衛隊初のイージス

艦（イージスシステム搭載護衛艦）「こんごう」＝写真

＝が２７、２８の両日、那覇新港で一般公開され、多くの

家族連れでにぎわった。海上自衛隊員は来場者に装備

品や機能について詳しく説明。これらの能力の高さに

来場者は圧倒されている様子だった。

沖
縄
防
衛
局
は
２２

日
夜
、
米
軍
普
天
間

飛
行
場
野
嵩
ゲ
ー
ト

前
に
米
軍
提
供
施
設

の
フ
ェ
ン
ス
と
歩
道

を
区
切
る
新
た
な
フ

ェ
ン
ス
を
設
置
し

た
。
８
月
上
旬
に
も
普
天
間
飛
行
場

に
オ
ス
プ
レ
イ
が
追
加
配
備
さ
れ
る

が
、
住
民
の
反
対

運
動
対
策
と
い
う

見
方
が
有
力
だ
。

野
嵩
ゲ
ー
ト
は
昨
年
夏
に
新
型
輸

送
機
オ
ス
プ
レ
イ
が
配
備
さ
れ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
過
激
活
動
家
の

拠
点
と
な
っ
て
き
た
。
米
兵
に
対
す

る
暴
言
を
吐
い
た
り
、
フ
ェ
ン
ス
に

リ
ボ
ン
や
テ
ー
プ
を
貼
り
付
け
る
な

ど
の
行
動
を
続
け
て
い
る
。

新
フ
ェ
ン
ス
を
設
置
し
た
２２
日
深

夜
、
抵
抗
す
る
数
人
の
反
対
派
を
県

警
が
取
り
押
さ
え
、
作
業
が
行
わ
れ

た
。
「
だ
ま
し
討
ち
」「
勝
手
な
こ
と

を
す
る
な
」
と
活
動
家
は
叫
ん
だ

が
、
後
の
祭
り
。

フ
ェ
ン
ス
は
同
日
の
日
米
合
同
委

員
会
で
合
意
さ
れ
、
基
地
へ
進
入
す

る
道
路
の
両
側
に
長
さ
計
約
２１
㍍
、

高
さ
約
２
・
１
㍍
規
模
で
つ
く
る
と

文
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
基
地
反
対
活
動
家

は
、
芝
生
の
緩
衝
地
帯
に
入
れ
な
く

な
っ
た
。
金
曜
日
夕
方
の
恒
例
の
抗

議
活
動
で
は
、
活
動
家
が
狭
い
空
間

を
占
拠
、
通
行
人
は
迷
惑
そ
う
に
し

て
い
た
。

毎
週
日
曜
日
、
フ
ェ
ン
ス
清
掃
を

行
う
民
間
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ

る
と
、
緩
衝
地
帯
や
フ
ェ
ン
ス
の
向

こ
う
側
に
は
使
い
終
わ
っ
た
テ
ー

プ
、
空
き
缶
、
菓
子
の
袋
な
ど
が
散

乱
し
て
い
る
。
時
に
は
、
用
を
足
し

た
跡
も
あ
る
と
い
う
。

フ
ェ
ン
ス
が
設
置
さ
れ
た
翌
日
、

さ
っ
そ
く
活
動
家
が
反
対
活
動
を
再

開
。
「
琉
球
独
立
」「
出
て
行
け
」「
Ｏ

Ｓ
Ｐ
Ｒ
Ｅ
Ｙ

Ｏ
Ｕ
Ｔ
」
な
ど

と
書
か
れ
た
横

断
幕
や
段
ボ
ー
ル
を
新
フ
ェ
ン
ス
に

く
く
り
付
け
、
粘
着
テ
ー
プ
で
赤
く

染
め
た
。

米
軍
や
地
域
住
民
に
迷
惑
が
ら
れ

よ
う
と
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
が
反
対
活

動
を
美
化
す
る
こ
と
も
あ
り
活
動
家

は
聞
く
耳
を
持
た
な
い
。

（
Ｔ
）

集
団
自
決!
軍
命
説
"の
誤
り
立
証

フ
ェ
ン
ス
前
の
新
た
な
攻
防

支援者らを前に勝訴報告をする上原正稔氏（中央）と徳永信一弁護士
（右）、上原千可子弁護士＝２９日午後、沖縄県護国神社（那覇市）

原
告
の

上
原
氏

▼
終
戦
記
念
日
祭
典
「
終
戦

記
念
日
み
た
ま
祭
り
」

８

月
１５
日（
木
）正
午
開
始
、
沖

縄
県
護
国
神
社
（
那
覇
市
）

で
。
正
午
に
天
皇
陛
下
の
お

言
葉
を
ラ
ジ
オ
で
拝
聴
。
殉

国
の
ご
英
霊
に
対
し
慰
霊
顕

彰
の
誠
を
さ
さ
げ
る＝

写
真

＝

。
祭
典
に
引
き
続
き
、
国

際
総
合
研
究
所
代
表
で
文
明

評
論
家
の
中
島
英
迪
氏
が
講

演
す
る
。
問
い
合
わ
せ＝

沖

縄
県
護
国
神
社
（
電
）
０
９

８
（
８
５
７
）
２
７
９
８
。

▼
伊
舎
堂
用
久
中
佐
顕
彰
碑

落
成
記
念
式
典

８
月
１５
日

（
木
）午
前
１１
時
半

開
始
、
石
垣
港
新

港
埠
頭
用
地
緑
地

公
園
（
石
垣
市
）
で
。
沖
縄

戦
初
期
、
石
垣
島
白
保
の
基

地
か
ら
出
撃
し
慶
良
間
諸
島

沖
で
米
軍
空
母
に
体
当
た
り

し
散
華
し
た
伊
舎
堂
用
久
中

佐
と
隊
員
の
顕
彰
碑
の
落
成

を
祝
う
。
問
い
合
わ
せ＝

伊

舎
堂
用
久
中
佐
と
隊
員
の
顕

彰
碑
建
立
期
成
会
（
電
）
０

９
８
０（
８
２
）３
１
５
１
。

▼
与
那
原
大
綱
曳
ま
つ
り

８
月
３
日
（
土
）
と
４
日

（
日
）、御
殿
山
青
少
年
広
場

（
与
那
原
町
）
で
。
４
０
０

年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
与
那

原
大
綱
曳
。
無
病
息
災
、
子

孫
繁
栄
の
御
利
益
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
山
川
ま
ゆ

み
＆
島
う
た
少
女
テ
ン
の
ラ

イ
ブ
、
全
島
角
力
大
会
、
子

ど
も
エ
イ
サ
ー
、
道
ジ
ュ
ネ

ー
な
ど
イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く

さ
ん
。
最
後
は
花
火
大
会
で

締
め
く
く
る
。
問
い
合
わ
せ

＝

与
那
原
大
綱
曳
ま
つ
り
運

営
委
員
会
（
電
）
０
９
８
（
９

４
５
）
２
２
５
０
。

催

し

!言論空間のゆがみ"に歯止めか

（１２）!第３種郵便物認可"平成"$年（2013 年）%月#!日（水曜日）

http://www.worldtimes.co.jp/members/ext/2013/07/130731/12men/0731oki-main.link
http://www.worldtimes.co.jp/members/ext/2013/07/130731/12men/0731oki-chura.link
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